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　科学研究費の助成を受けた「国立音楽大学『ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション』の精査と研究（1）」
（基盤研究 C）では、同コレクションのうち、特に交響曲の編曲を焦点にして調査を進めてきた。その一環として
2019年12月16日に国立音楽大学附属図書館で開催した「ライブラリー・レクチャー」では、交響曲第5番を対
象に第１楽章のヴァイオリンとピアノ用編曲、第２楽章のピアノ１台４手編曲、第３・４楽章のピアノ４重奏曲
編曲を演奏した。
　本稿は、当該のレクチャー・コンサートでの演目を題材として取り上げ、その特色を検証したものである。交
響曲の編曲においては、原曲における特徴的な楽器の音色をいかに置換するかといった問題のほかに、音形の変
更などに起因する相違も生じる。３つのサンプルの特徴と相違点を明らかにした。
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はじめに
　国立音楽大学附属図書館所蔵の「ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション Collection of Early Printed Editions 
of L. v. Beethoven」は、ベートーヴェン Ludwig van Beethoven（1770 ～ 1827）の作品の1794年から1900年の間
に出版された印刷楽譜を集めたもので、作曲家生前のものを500余点含み（１）、総計で1429点を数えるという（２）。
その中には、「作曲者から直接、原稿の提供を受けたオリジナルなもの」（３）である「原版 Originalausgabe」も多
数含まれるが、一方では、作曲者とは無関係に作成された編曲版も含まれている。原版が、真純な作品像を追求
する上での貴重な資料であるのに対し、編曲版は、そうした意味での価値は一切持っていない。ベートーヴェン
の時代には、編曲譜は「どうやら著作権の保護対象にはまだなっていなかった」という指摘もあり（４）、そもそも
元の作品とはまったくの別物と捉えられていた可能性もある。
　編曲の存在意義は、作品を別な形で楽しむ点にある。交響曲を電子音楽に編曲する場合のように、まさに別の
在り方を追求した結果もあるが、特に19世紀においては、原曲に接するのが容易ではない場合に、代替の形で楽
しむための有力な手段でもあった。すなわち、録音のない時代にあって、特に大編成の音楽を楽しむ手段が編曲
版の演奏であった（5）。当然にして、なるべく原曲に近づけるということが志向されただろうが、そもそも代替
物であることが前提となっているという点では、「真純な作品像」を追求することとは対極にあるような試みで
あったとさえ言えるだろう。
　近年、こうした編曲版に対する関心が高まっていることは、音源や楽譜の発売状況にも如実に反映されてい
る。これには、HIP（historically informed performance ＝歴史的情報を踏まえた演奏）の定着も少なからず影響
しているだろう。当初は「作曲された時代の楽器を使う」という程度の試みであったものは、作品の「あり得た形」、

「あり得る形」を幅広く希求する試みへと変貌し、いまや演奏に関わるあらゆる局面に浸透しており、モダン楽
器の演奏にも広く影響を及ぼしている。現代の我々が、昔の作品を昔のように聴くことは決してできない。求め
られているのは、作品の「可能な姿」、「我々にとって有効な（＝意味のある）姿」である。それは無論、唯一の
正しい姿であるはずはなく、むしろ可能な限り多くの作品像とさえ言えるだろう。「有効性」の度合いは、受け
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手の感性によっても変わってくるであろうし、同じ受け手であっても、時期や置かれている環境によって変動す
ることもあるだろう。19世紀に行われた編曲は、当然にして「あり得た形」であり、編曲演奏もまた、「昔の人は、
どのように作品を楽しんでいたのか」ということへの関心であると同時に、現代の我々が楽しめる、新たな作品
像を求める試みでもあるのだ。編曲自体は既存のものではあるが、その多くは長らく音になったことはなく、こ
れもまた我々にとっては「新たな作品像を求める試み」の一端であると言って良いだろう。

交響曲第５番の編曲
　本稿の執筆者は、日本学術振興会の科学研究費の助成を得て、「ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション」
に含まれる交響曲の編曲を対象とした調査を進めてきた（６）。その一環として、2019年12月16日には、「室内楽で
聴くベートーヴェン交響曲第5番『運命』作品67」と題し、国立音楽大学附属図書館においてレクチャー・コン
サートを開催した。原曲との比較が容易になるよう、ベートーヴェンの交響曲の中でも最も知名度が高いものを
取り上げ（７）、限られた時間内でなるべくタイプの異なる編成を体験することを目的として、楽章毎に編成の異
なる編曲を取り上げた。ただし、当該楽曲は第３・４楽章の連続性が強いため、この２楽章は同じ編曲としてお
り、対象となったのは３種類の編曲である。
　交響曲第5番の原版は、パート譜が1809年４月にライプツィヒのブライトコプフ＆ヘルテル社から出てい 
る（８）。総譜は、同社によって1826年３月に出版された。作品目録に挙げられている編曲は、編成面から見ると、
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ各２本（チェロの１本はコントラバスも可）とフルートによる七重奏用［２］、
弦楽五重奏用［１］、任意でフルート、ヴァイオリン、チェロを付けられる２手ピアノ用［２］、任意でフルート、
ヴァイオリン、チェロを付けられる１台４手ピアノ用［１］、１台４手ピアノ用［４］、２手ピアノ用［１］があ 
る。［　］で示したのは、同じ編成に複数のエディションが挙げられているもので、エディションの延べ数は11
となる。「ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション」に含まれる交響曲第5番の編曲は13点確認できており、
そのうちの４点は作品目録にも所蔵先として国立音楽大学附属図書館が明示されている。すなわち、任意でフ
ルート、ヴァイオリン、チェロを付けられる２手ピアノ編曲（S11-986）と、４手ピアノ編曲（S11-987）１点、
４手ピアノ編曲（S11-988, S11-989）２点である（９）。S11-988は、S11-989とプレート番号も同一で、内容的には同
じものと見られるが、表紙頁に書かれた値段が若干上がっていることから、重版であろうと推定される（10）。こ
れらの２手用編曲が、S11-986のピアノ・パートと基本的に同一であることは、作品目録も記すところである。
当該レクチャーにおいては、S11-987の第２楽章と S11-986の第３・４楽章を演奏に用いたので、これらのエディ
ションについては以下で詳述する。
該当楽章（交響曲第５番） 編成 編曲者 整理番号

第１楽章 ヴァイオリンとピアノ ジャン・バプティスト・アンドレ S13-200

第２楽章 ピアノ１台４手 フリードリヒ・シュナイダー S11-987

第３・４楽章 任意でフルート、ヴァイオリン、

チェロを付けられる２手ピアノ編曲

ヨハン・ネポムク・フンメル S11-986

【表１】本稿で参照する「ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション」の資料

第１楽章のヴァイオリンとピアノ用編曲
　交響曲が１台２手ピアノに編曲された例も多いことを前提とすれば、そこに旋律楽器を添えるという発想は非
常に身近であったと考えられる。ベートーヴェンの交響曲では、第６番にもピアノとヴァイオリン（ないしはフ
ルート）のための編曲があることが作品目録にも記載されている。
　現代では「ヴァイオリン・ソナタ」として認識されるレパートリーも、18世紀においては基本的に「ヴァイオ
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リン付きのクラヴィーア・ソナタ」であって、ヴァイオリンの参加は任意（アドリブ）の場合もあった（11）。ク
ラヴィーアは鍵盤楽器の総称であるが、この場合にはチェンバロかフォルテピアノを想定した場合が多いであろ
う。楽曲の基本的な骨格は鍵盤楽器に委ね、旋律楽器によって音色に幅を持たせていたものと考えられる。ディ
アベッリ Anton Diabelli（1781 ～ 1858）が編曲した《ベートーヴェンの人気作品からのポプリ Pot-Pourri aus 
Beethoven’s Beliebtesten Werken》（1817年出版）は、その名の通り種々の作品からの引用が見られるもので、
純粋な編曲作品とは言い難いが、交響曲第２番と第４番も引用されており、その編成はヴァイオリンまたはフ
ルートとギターとなっている。ギターがピアノと同等の役割を果たし得るとは言えないが、和声的な骨格を担う
楽器に旋律楽器を伴わせるという点では、発想の上では近い面があるであろう。
　本稿で対象とする編曲（S13-200）は、ライプツィヒのブライトコプフ＆ヘルテル社が版権を持ち、同社とオッ
フェンバッハ・アム・マインのヨハン・アンドレ社から出版された。この資料は、国立音楽大学附属図書館の
ホームページ上の資料説明において、現在は記載がない（12）。内部資料によれば、ジャン・バプティスト・アン
ドレ Jean Baptiste André（1823 ～ 82）の編曲とされているが、資料の表紙には「Julius André」と明記されて
いる。内部資料における1838年という出版年代の推定も、資料の外観のみからは判断することができない。
　ユリウス・アンドレ (Peter Friedrich) Julius André（1808 ～ 1880）は、出版社を創立した Johann [Jean] André 

（1741 ～ 99）の孫で、その子 Johann Anton（1775 ～ 1842）の息子である。とりわけオルガニストとして成功し、
著書『実践的オルガン教本 Praktische Orgelschule』作品25（出版年不詳）には複数回の増版があったことが分
かっている。編曲者としては、とりわけ W. A. モーツァルトの編曲で知られ、ベートーヴェンの交響曲第5番
では、第２楽章冒頭をオルガン用に編曲もしている。

【譜例１】第１楽章第25 ～ 57小節（J. アンドレ編曲）
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　当該編曲においては、どの楽章に関しても、かなり丁寧に二重奏に置き換えられている。18世紀のヴァイオリ
ン・ソナタについては、上にごく簡単に触れたが、ヴァイオリン・ソナタにおけるヴァイオリンとクラヴィーア
の関係も、W. A. モーツァルトのマンハイム期の作品から変化し始め、彼の後期作品に関しては、同時代人も両
楽器の対等性を認めていたことが知られている。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ イ長調 op. 47「クロ
イツェル」では、両者ともに技巧性の極みに達し、完全に対等な関係であることは広く知られているところだろ
う。19世紀初頭に、ヴァイオリンとピアノ（13）の関係が対等なものになっていたことは、かなりあとに作られた、
こうした編曲にも浸透していると見てよいであろう。

　【譜例１】の冒頭７小節は原曲では弦楽器のみによる部分で、最初の３小節間は、第１ヴァイオリンから第２
ヴァイオリンを経てヴィオラへと動機が受け渡されてゆく場面であるが、動機を二つの楽器に振り分けようとし
ているのが認められるのと同時に、敢えて３小節目のヴィオラ・パートをヴァイオリンに割り当てることで、４
小節目で低弦に代わるピアノの左手が上行音形によって呼応する際、ヴァイオリンとピアノの間に掛け合いが生
まれるように工夫されている。
　【譜例１】の８小節目（第32小節）、原曲ではオーボエ、クラリネット、ホルンが加わるが、当該の編曲ではヴァ
イオリンが、これを重音によって表現する（上の音が木管、下の音がホルン）とともに、即座に第１ヴァイオリ
ンのパート（g-c-c-c）を連続させる。８小節楽句の最後に添えられた木管による音色を通じたアクセントと、次
の楽句の歌いだしを切れ目なく行わなければならず、ヴァイオリンには表現力が求められる。その後ヴァイオリ
ンは、【譜例１】の２段目８小節目（第43小節）まで、第１ヴァイオリンのパートをそのまま演奏しており、ピ
アノは右手で第２ヴァイオリンとヴィオラによる内声を担当するとともに、左手で木管楽器と低弦による sf の
和音を表現している。
　ところが、【譜例１】の２段目９小節目（第44小節）になると、一転してピアノの右手が第１ヴァイオリンのパー
トを担うようになる。単音であるところだが高音域についてはオクターヴ並進行へと変更して迫力を増幅させて
いる。ヴァイオリンは、当初は第２ヴァイオリンと同じだが、【譜例１】の３段目第２小節（第48小節）の第２
八分音符からは、クラリネットに相当する重音を刻みで受け持つ。第44小節以降、木管楽器は和音を長く伸ばし
ているのだが、ピアノの左手のトレモロは、それをかなり異なるニュアンスで担っていることになる。

【譜例２】第１楽章第364 ～ 389小節（J. アンドレ編曲）
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　【譜例２】は、再現部末尾からコーダに入る部分であるが、一貫して ff であり、１段目の終わりから２小節目（第
374小節）へのアウフタクトからコーダに入ると、トゥッティによる和音の連続となる。ここは、有名なモットー
動機の持つ律動のみに支配される部分で、旋律的な動きはほとんどない。ヴァイオリンは、高音が１オクターヴ
下ではあるが、原曲通りの音を単音に代えて重音で鳴らし、「トゥッティのイメージ」の構築に最大限に寄与し
ている。まさに二つの楽器が一体となって、トゥッティを表現している様子が分かるだろう。
　この編曲の最大の特徴は、ヴァイオリンが単なるオブリガートではなく、ソロとしての輝きを放ち、さまざま
な楽器が演奏する印象的な旋律を披露するところに認められるだろう。【譜例３】の２小節目からは、提示部の

副次主題であるが、ヴァイオリンが、原曲ではホルンが奏する印象的な「b-b-b-es-f-b」を高らかに歌う。ちなみ
に、８小節目（第65小節）からは重音となるが、上の音は原曲ではヴィオラが担当している。原曲において、モッ
トーのようなホルンを引き継いで旋律を奏でるのは第１ヴァイオリンであるが、【譜例１】でも見られたように、
ヴァイオリンのパートを敢えてヴァイオリンではなくピアノに担当させ、１段目の最後から３小節目（第67小節）
以降でヴァイオリンが担当するのはクラリネット・パートである。同じ旋律を引き継ぐのは、原曲ではフルート
だが、これはピアノの右手がオクターヴ並進行で担当し、この際にヴァイオリンが保続している b 音はホルン・
パートであり、重音となる後半２小節の上の音は第２ヴァイオリンと一致している。しかし、譜例の最後の４小
節（第75 ～ 78小節）になると、ヴァイオリンは第１ヴァイオリン・パートと完全に一致している。このように、

【譜例３】第１楽章第58 ～ 78小節（J. アンドレ編曲）

【譜例４】第１楽章第256 ～ 268小節（J. アンドレ編曲）
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音高のみに拘泥せず、楽器間の遣り取りを二つの楽器に代替させることで、原曲の持つ立体的な音響を最大限に
表現しようという意図が窺われる。２段目の２小節目（第71小節以下）でピアノの右手が重音になっているのは、
フルートと第１ヴァイオリンの重なりの再現と見られるが、可能な限り原曲に忠実であろうとする真摯さの表れ
であると同時に、音響面に変化と奥行きを与える効果も認められるだろう。
　交響曲第5番の最も印象的な瞬間のひとつは、再現部に忽然と現れるオーボエのソロであろう。ヴァイオリン
とピアノの編成の中で、これをヴァイオリンに担わせるのは順当な感はあるが、形式分析では説明できない得も
言われぬ瞬間を再現する手段として、ヴァイオリン・ソロは実に効果的である（【譜例４】の Adagio の部分）。

【譜例5】第２楽章第139 ～ 152小節（J. アンドレ編曲）

　ヴァイオリン・パートの変幻自在の活躍ぶりは、全楽章に亘って確認することができる。第２楽章の例をひと
つだけ見ておこう。第132小節からの木管だけのアンサンブルが続くところでは、フルートをピアノの右手、オー
ボエをヴァイオリン、クラリネットの重奏をピアノの左手が担当し、いわばピアノがヴァイオリンを包み込むよ
うな一体化した音響が形成される。ところが、【譜例5】の２段目、４小節目（第148小節）へのアウフタクトか
らは、ヴァイオリンは直前の f の部分でホルン・パートのオクターヴの重音を担当していたかと思いきや、ff の
部分からは第１ヴァイオリンのパートとなる。３重音を含むヴァイオリン・パートは、原曲のままなのだが、木
管や金管にも似た動きが多い部分で、他の楽器の音色を代替する効果も生み出している。

第２楽章のピアノ１台４手用編曲
　ピアノ１台４手という編成が、交響曲の編曲において圧倒的に多かったことは、「ベートーヴェン初期印刷楽
譜コレクション」の内容においても明らかであるし（14）、たとえばブラームスが自身の交響曲全４曲をみずから
の手で４手用に編曲したことにも反映されている。音の数は充分に確保できることから、楽曲の骨格を再現する
ことは容易であるが、異なる楽器どうしの掛け合いの分配方法や、長い保続音をどのような音型に置き換えるな
ど、考慮すべきことは少なくない。
　レクチャー・コンサートで用いたエディション（S11-987）は、原版パート譜を出版したブライトコプフ＆ヘ
ルテル社が出版したもので、それと同時に広告が出ている（15）ことから、売り上げが限定的な大編成楽曲の販売
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収益を補填するため、また作品を普及させるために、出版社が独自に委嘱した編曲譜を同時発売したものと推測
される。出版は、原版パート譜に遅れること僅かに３ヶ月、1809年４月であった。S11-987には編曲者名が書か
れていないが、作品目録によれば重版には編曲者名が付加されたということであり、S11-987は初版・初刷であ
る可能性がある。編曲者のフリードリヒ・シュナイダー (Johann Christian) Friedrich Schneider（1786 ～ 1853）
は、長らくベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番変ホ長調 op. 73（「皇帝」）の初演時の独奏者と考えられてきた
人物で（16）、厳密には初演ではないにせよ、実際に最初期（1811年11月28日）の独奏を委ねられたことは、文化
都市ライプツィヒにおいても重要な音楽人であったことを物語っている。1820年にはオラトリオ《最後の審判
Das Weltgericht》で成功を収め（ゲヴァントハウスで３月６日に初演）、1821年にはデッサウの宮廷楽長となって、
この町の音楽生活にも幅広く貢献をした。デッサウでは、F. シューベルトの《冬の旅 Winterreise》などの詩人
として知られるミュラー Wilhelm Müller（1794 ～ 1827）とともに、リーダーターフェル Liedertafel も創立して
いる。1830年には、ハレ大学とライプツィヒ大学から名誉博士号を授与された。
　「ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション」には、延べ８点のピアノ１台４手用編曲が含まれるが、このう
ち４点はベートーヴェンの弟子でもあったカール・チェルニー Carl Czerny（1791 ～ 1857）の手になるもので、
編曲者は、シュナイダー、チェルニーのほか、先に言及したジャン・バプティスト・アンドレ、カール・フリー
ドリヒ・エーバース Carl Friedrich Ebers（1770 ～ 1836）、カール・ブルヒャルト Carl Burchard（1818 ～ 1896）
の都合5人となる。

【譜例６】第２楽章第129 ～ 149小節（旧全集版原曲総譜より、上から Fl.、Ob.、Cl.[B]、Fg. のパート）
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【譜例7-1】第２楽章第124 ～ 147小節プリモ（チェルニー編曲）

【譜例7-2】第２楽章第124 ～ 150小節セコンド（チェルニー編曲）

　5人の編曲を比較すると、ある程度の傾向のようなものを認めることができる。【譜例６】で挙げた木管楽器
群のアンサンブルを、４手にいかに分配しているかを一例として見てみよう。チェルニーの編曲（S11-911）では、
プリモが【譜例7-1】の冒頭から、右手でクラリネット、左手でファゴットを担当して掛け合いをした後、フルー
トとオーボエの並進行をほぼ忠実に再現する。しかし、２段目７小節目（第144小節）へのアウフタクトからの
４音は第１・第２ヴァイオリンのパートで、その後は右手でフルートとオーボエ、左手でクラリネットの重音を
担当する。一方、セコンド（【譜例7-2】）は、弦楽器の和音連打を担った後、２本のクラリネットを片手ずつで
受け持つ。譜例２段目の第5小節は、上述の第144小節であるが、ヴィオラ、チェロ、コントラバスのパートを

【譜例８】第２楽章第128 ～ 142小節プリモ（シュナイダー編曲）
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担当し、ff のトゥッティに入る前にホルン・パートを担う。弦楽器パートの２分割や、セコンドが途中からプリ
モにクラリネット・パートを委ねる一方、ホルンを受け持つことに顕著なように、この編曲においては、２人の
奏者への負担を均等に分配し、各パートが演奏しやすくなるように配慮している様子が窺える。似たような傾向
は、ここでは譜例は挙げないが、ブルヒャルトの編曲にも認めることができる。アンドレ編曲では、クラリネッ
トを両手とはせず右手のみに担当させている点で、４手ではなく３手に分配しているとも言えるが、基本的な考
え方には近似する面がある。一方、シュナイダー編曲（【譜例８】）では、木管アンサンブルを全面的にプリモに
委ねてしまっており、セコンドは10小節に亘って休止している。木管楽器をプリモに、弦楽器をセコンドに委ね
るような傾向は、エーバースの編曲にも認められるが、管楽器のパートを引き立てる効果が認められる一方で、
音響が分離しがちな傾向があり、４手のアンサンブルにおいても平板になり易いことが考えられる。

第３・４楽章の任意でフルート、ヴァイオリン、チェロを付けられる２手ピアノ編曲
　自身が名うてのヴィルトゥオーソでもあり、作曲家としても優れた作品を残したヨハン・ネポムク・フンメ
ル Johann Nepomuk Hummel（1778 ～ 1837）の編曲は、数ある編曲譜の中でもかなりよく知られた存在であり、
近年では楽譜や音源も発表されるようになってきている（17）。作品目録も巻末の「作品集 Sammelausgaben」の
節で、14の例のひとつとしてフンメルの編曲集を挙げている（18）。それによると、フンメルに編曲を依頼したのは、
ロンドン在住の楽譜商で出版仲介業者だったヨハン・ラインホルト・シュルツ Johann Reinhold Schul(t)z なる人
物で、イギリスの出版社にモーツァルトやベートーヴェンの作品を紹介するのに尽力していたのだという。フン
メルによる編曲は、いずれも同一の編成で、第８・９番を欠いている。
　S11-986には、ショット社（Fils de B. Schott）によりマインツ、パリ、アントワープで出版されたと記されて
おり、「2414」「2625」と二つ記されているプレート番号の前者は同定できていないが、後者は作品カタログに
も掲載されている初版のものと同一
であり、重版でないとすれば、1827
年12月に出た初版ということになる
だろう。表題には複数の種類がある
らしく、S11-986が掲げる「GRANDE 
SINFONIE」もその一つである。フ
ンメルは、海賊版を防止するために、
自作品においてもドイツとフランス
で同時発売ができるように配慮して
おり、それは編曲においても同様で
あった。この時、同時発売を可能に
したのは、1826年３月にパリに支社を
設立したばかりだったマインツを本
拠とするショット社であった。イギ
リスでは、チャッペル社（Chappel & 
Co.）が出版しており、書籍出版業組
合（Stationer’s Hall）への届出は1827
年８月10日付となっている。
　この編曲の大きな特色は、ピアノ・
パートのみで演奏が可能で、その形で 【譜例9-1】第３楽章第53 ～ 61小節（旧全集版原曲総譜）
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も販売されたことである。これが売り上げを伸ばすための販売戦略であったことは想像に難くないが、当然にし
てピアノは（原曲において休止でない限り）常に鳴り続けており、他の楽器の参入に配慮してテクスチャーを薄
くしたり、あるいは休止にしたりという箇所がない。したがって、室内楽アンサンブルが生み出す魅力に欠ける
面は否めず、音響的には平面的な印象を残す。全般的に見れば、フルートにオブリガート的な役割を与えて彩り
を加え、チェロにはバスを補強させてコントラバスにも近い役割を与え、ヴァイオリンは、内声や副旋律を補強
したり、トレモロなどにおいて弦に特有の摩擦音を加えたりしている。付加される楽器に対するパートの配分や、
音の移植の仕方には、フンメルに特有とも言える面が認められる一方で、独創性を通り超えて勝手な改変とも思
われるような箇所もある。
　【譜例9-1】において、左部分の音部記号と調号は、すべて右部分で記されているものと同一で、チェロとコン
トラバスが分かち書きされた状態で始まっており、そこにヴィオラが加わり、最後にオーボエとホルンが入って
来る。ピアノ譜（【譜例9-2】）では、弦の旋律を左手の単旋律に反映させ、左手はやがてホルンの低い方の g 音
も掛け持ちする。フンメルの編曲において、他の楽器がいかなる貢献をするかを見てみると、フルートは第53
～ 59小節の７小節間は休止で、その後にオーボエの g 音の保続を表現する役割を担う。他方、【譜例9-2】の第４
小節３拍目から第６小節２拍目（第56 ～ 58小節）が突如としてヴァイオリンに割り当てられ、第６小節３拍目
以降はチェロによって引き継がれる。アウフタクトを強調するユニークな解釈ではあるが、フレーズを分断して
いることは否めないだろう。

【譜例10】第３楽章第296 ～ 314小節フルート（フンメル編曲）

【譜例9-3】第３楽章第44 ～ 58小節ヴァイオリン（フンメル編曲）

【譜例9-4】第３楽章第53 ～ 62
　小節チェロ（フンメル編曲）

【譜例9-2】第３楽章第53 ～ 63小節ピアノ（フンメル編曲）
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　上述の箇所と同様に、フレーズを分断して恣意的な補強を行っている例として、【譜例10】のフルート・パー
トも挙げることができる。この部分では、第１ヴァイオリンの旋律を部分的になぞるような形となっているが、
譜例の８小節目（第303小節）へのアウフタクトに関しては、アウフタクトとして解すること自体にも大いに疑
問の余地があり、後半に現れる２つの音形は、類似した箇所への介入であるにも拘わらず、音形に齟齬がある点
も無視できないだろう。
　さらには、単なる恣意的な強調に止まらず、創作と言っても過言ではないような例もある。第４楽章の展開部
前半で副次主題が展開されていく場面では、編曲のヴァイオリン・パートを総譜の音形と合致させることは、も
はやできない（【譜例11】）。とりわけ１段目の終わりから２小節目（第106小節）以下で、原曲にある３連符の下
行に、敢えて３連符の上行を重ねているのは、新たな効果を狙ってのことかも知れないが、上下行のせめぎあい
自体が楽曲の本質を成しているような箇所において、原曲にはない反進行を織り交ぜることは、あるべき効果を
薄めることにもなる。ピアノ・パートによって基本的な要素が出揃っているだけに、付加声部に無理に役割を与
えようとしたことが、こうした不自然な結果を招いた理由として推測されるだろう。

【譜例11】第４楽章第97 ～ 117小節ヴァイオリン（フンメル編曲）

まとめ
　演奏を行うまでの漠然とした印象では、大まかに言えば響きの充実している４重奏がもっとも効果を発揮する
ように期待された。しかし、結果としては、現代では一番馴染みが薄いようなヴァイオリンとピアノの二重奏に
意外な面白みがあった。そこにはまた、ヴァイオリンとピアノのアンサンブル自体が19世紀の初頭までに大きく
発展していたことも大きく反映されている。無論、ピアノを含む室内楽も、たとえばベートーヴェン自身のピア
ノ三重奏曲が如実に反映している通り、19世紀初頭から目覚ましく発展し始めていたが、フンメルの編曲の場合
には、４重奏という編成に必然性がないという点が決定的な弱みになっている面がある。
　編曲は、原曲の存在を前提としている以上、それをどの程度に反映できているかが注目されるのは必然だが、
独立した作品としての側面も持っており、それぞれの編成における優れた表現を模索することが不可欠である。
これは当然、演奏者にも期待されることであり、どのパートがなぜ自分に割り当てられていて、それを最良の形
で表現するにはどうすべきかが常に考えられていなければならないだろう。
　ともすれば、原曲の代替品のようにも捉えられる可能性のある編曲だが、常に原曲との比較という面はあるに
せよ、それ自体としても十二分に鑑賞に値するひとつの独立したジャンルであるとも言えよう。19世紀における
編曲は、あまりに数が膨大であり、完全に選別してゆくことは不可能な課題であろうが、過去のものとして眠ら
せておくのは、あまりにもったいない。絶えず興味深いものを選出する試みを重ねることが、音楽演奏・享受に
さらなる広がりをもたらすことになるであろう。

 本研究は、科学研究費の基盤研究 (C)（一般）の助成を受けている（課題番号：18K00137）。
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